
平成１１年(ワ)第２０９号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年１２月５日
判決
主文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は、原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は、原告Ａに対し、金５億２０００万円及びこれに対する平成１０年２月
２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告は、原告Ｂに対し、金１６０７万７８００円及びこれに対する平成１０年
２月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　争いのない事実等
(1)　安里川は、那覇市に位置し、その源を同市東部の弁ケ岳に発して市街地中心部
を貫流し、東シナ海に注ぐ流域面積８．６平方メートル、流路延長約７キロメート
ルの２級河川であり、被告は、公共用物である安里川の管理者である。
(2)　原告Ａは、安里川上流域に隣接する、那覇市ａｂ丁目ｃ番地のｄ、同番地の
ｅ、同ｆ番地のｇ、同番地のｈ、同番地のｉの５筆の土地（以下まとめて「本件土
地１」という。）を所有者Ｃ外２名から使用貸借に基づいて借り受け、平成８年１
月ころから、ソテツその他の花卉類を栽培していた。
　　原告Ｂは、安里川沿いにある、那覇市ａｂ丁目ｊ番、宅地８２．９７平方メー
トルの土地（以下「本件土地２」という。）を所有している。
(3)　平成１０年２月１８日から同月２０日にかけて、那覇市内に大雨が降り、その
ため那覇市ａ４丁目１２番地先付近において安里川が氾濫し、流水による被害が発
生した（以下「本件氾濫」という。）。現在の本件土地１及び２付近の安里川の形
状の概略は、別紙１のとおりである。
２　原告らの主張
(1)　本件氾濫前の本件土地１及び２付近の安里川の形状の概略は、別紙２のとおり
であり、安里川の中央部には、大きな根石が４個とアカギの成木が２本存在し、川
の流れを阻害していた。本件氾濫は、この根石及びアカギに土砂や雑木等が引っか
かり、流水の正常な調節機能が阻害されたことにより発生したものである。
　　さらに、被告が本件氾濫箇所の上流に川床工事や護岸工事を施工していたこと
で、本件氾濫箇所における流量が大幅に増加し、溢水氾濫の危険性が著しく増幅す
ることとなった。
　　被告は、安里川の維持管理をする者であり、水路を遮断する状態で存在してい
た根石が流水の正常な機能を阻害しており、大雨になれば、根石付近の河川が氾
濫、溢水し、付近に甚大な被害が発生する可能性について認識していたのであるか
ら、根石を速やかに除去する等の緊急措置を執り、氾濫、溢水の発生を未然に防止
するべき義務があったにもかかわらず、これを怠り、根石を放置していた結果、本
件氾濫が発生し、原告らに次のとおりの損害を発生させたものである。
　　したがって、被告は、原告らに対し、不法行為による損害賠償責任を負う。
(2)　原告Ａの損害
　本件氾濫により、原告Ａが本件土地１において栽培していたソテツ、新種の花卉
類及びオリジナル肥料等の資産が流出し、原告Ａは、次のとおりの損害を被った。
①　白ソテツ２５３２本（単価３万円）　　　　　　７５９６万円
②　黄金ソテツ５９２８本（単価３万円）　　　１億７７８４万円
③　まだらソテツ５０７０本（単価３万円）　　１億５２１０万円
④　モスグリーンソテツ１万１８６８本（単価３０００円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５６０万４０００円
⑤　黄金ソテツ親株９本（単価３００万円）　　　　２７００万円
⑥　まだらソテツ親株７本（単価４００万円）　　　２８００万円
⑦　オリジナル肥料、種子類、その他　　　　　　　２５００万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　５億２１５０万４０００円
(3)　原告Ｂの損害
　本件土地２は、本件氾濫により削られて流出し、農地、道路、駐車場等として使
用されていた機能が失われた。本件土地２を復元するには、１６０７万７８００円
が必要である。



(4)　よって、原告らは、被告に対し、不法行為による損害賠償として、原告Ａに損
害額の内金５億２０００万円、原告Ｂに１６０７万７８００円及びそれぞれに対す
る本件不法行為による損害発生の日の翌日である平成１０年２月２１日から支払済
みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
３　被告の主張
(1)　本件氾濫前の本件土地１及び２付近の安里川の形状の概略は、別紙３のとおり
であり、川の中央部にアカギは存在せず、根石は河道底部を構成する岩盤の一部で
あり、川の流れを阻害するような形状ではなかった。また、本件氾濫以前には、本
件土地１及び２付近の土地について溢水被害が発生した旨の訴えは全くなかったこ
とから、被告が本件氾濫を予見することはできず、根石の撤去工事を行うべき緊急
性はなかった。
　　本件土地１及び２付近の上流部については、昭和６２年６月の豪雨で護岸が浸
食され、法面が崩落したことから、災害復旧工事をしたもので、河道拡幅を伴わな
い工事であるから、流量が著しく増加するなどということはない。
　　よって、被告には、安里川の管理に関して瑕疵はなかった。
(2)　たとえ、本件氾濫前の安里川の形状が原告主張のとおりであったとしても、沖
縄県知事は、平成９年１１月９日、安里川改良工事全体計画を策定し、同月２８
日、建設大臣の認可を受け、上流域における金城ダムの建設及び支流における遊水
池の建設を柱とし、引き続き下流部から順次上流部に向けて河道拡幅工事を進めて
いる最中である。本件土地１及び２付近は、未改修地域であるが、未改修部分につ
き水害発生の危険性が特に顕著となり、早期に改修工事を施工しなければならない
と認めるべき特段の事情もなく、安里川の管理に瑕疵はない。
(3)　原告らが主張する損害は、いずれもその主張を裏付ける証拠がなく、被告が負
担すべきものとは認められない。
第３　当裁判所の判断
１　本件氾濫前の根石の状況
　本件氾濫後の本件土地１及び２付近の安里川の形状の概略が、別紙１のとおりで
あることは争いがない。原告は、本件氾濫前、特に別紙２に記載された②の根石及
びアカギの成木(1)及び(2)の２本が安里川の流れを阻害していたと主張する。
(1)　乙第１４号証の写真③（以下「氾濫前写真」という。）は、本件氾濫前である
平成２年度に被告土木建設部河川課が作成した安里川河川現況台帳（乙１９）に掲
載されている写真であり、那覇市ａｂ丁目ｆ番地ｇ先、すなわち、本件土地１付近
の様子を下流から上流に向けて撮影したものである。同写真には、別紙２に記載の
ある、ガジマルの生えた岩石（前記写真左側）と④の根石（同写真右側）の間に木
材を橋渡したと思われる簡易歩道橋が撮影されており、両岸から岩石がせり出して
川幅が狭くなっているものと認識される。しかし、別紙２で原告が主張するような
簡易歩道橋の真下に位置して川幅を塞ぐような形状の②の根石は存在せず、川の中
央部に位置して川底から生えているとされるアカギの成木(1)及び(2)も見受けられ
ない。むしろ、ガジマ
ルの生えた岩石の対岸で簡易歩道橋の根元、すなわち、④の根石の上にしっかりし
たアカギの成木が生えていることが認められる。原告Ａは、④の根石の上に生えて
いたのはヤシであると供述するが、原告Ｂの夫である証人Ｄは、ヤシかアカギか分
からないと曖昧な証言に終始しており、原告Ａの供述は信用できない。
　　原告側において本件氾濫直後の様子を撮影した各写真（甲１の１ないし５、甲
６ないし１０、甲１１ないし１３、甲１９の１ないし４）によれば、別紙２のアカ
ギの成木(1)のあたりに、アカギと思われる木の切り株が認められる（本件氾濫から
約２か月後の様子を撮影した乙１４の写真⑦及び⑭も同様）。しかし、この切り株
は、川底から生えていた木の残存物ではなく、側の小さな岩塊に付着して生育して
いたものと認識され、証人Ｅも同様に証言する。また、氾濫前写真において別紙３
の④の根石の先端部に生育していたアカギの成木が、本件氾濫直後の様子を撮影し
た前記写真（特に甲１の２、３及び５）では見受けられないことからすると、前記
切り株は、別紙３の④の根石に生育していたアカギの成木の根元付近の岩塊が、根
石から分離して川の
中に崩落して形成されたものと推測するのが相当である。
(2)　原告が②の根石が存在したと主張する部分（甲７の写真の撮影対象。これは乙
１４の写真⑤のＡ、Ｂ、Ｃ、Ａを順次直線で結んだ線でで囲まれた範囲の部分に当
たる。）には、本件氾濫直後、確かに木材や土砂が堆積して完全に川を塞ぐ形の塊
状のものの存在が認められる（甲６ないし８）。



　　しかし、本件氾濫直後を撮影した乙第１４号証の写真⑤を見ると、Ｃの部分に
根石が存在することは明らかであるが、それがＣＢ間にまで張り出しているか否か
は必ずしも判然とせず、ＣＢ間には単に木材や土砂及び岩塊が堆積しているにすぎ
ないとも解し得る（この点は甲６ないし８の写真でも同様である。）。
　もっとも、本件氾濫から２か月後の平成１０年４月１３日及び同月１６日に撮影
された写真（乙１４の写真⑦及び⑭）では、同写真⑤のＣの部分の根石がほぼその
ままの形状で存在している（この部分は、現状を図示した別紙１では根石①の一部
として描かれていると思われる。）ものの、同写真⑤のＢＣ間の部分は流路となっ
ており、ＢＣ間の部分に仮に根石があったとすれば、その部分が除去されているこ
とになる。
　この点、原告らは、本件氾濫直後の復旧作業の際、②の根石は除去されたと主張
している。しかし、復旧作業の際、流木及び土砂等を運び出すためのトラッククレ
ーン及びチェーンソーは使用されているが、その他の道具は使用されておらず、費
用も３６万円程度にすぎない（乙１１の１及び２）。また、復旧作業に携わった作
業員も、南部土木事務所のＥからの指示もあって、根石の除去を行っていないとの
報告書を提出している（乙１５ないし１７、証人Ｅ）。さらに、復旧作業を撮影し
たビデオテープ（甲１５）には、流木や草や土砂を手作業でかき集め、ビニールシ
ートの上に積載してシートごとトラックにクレーンで引き上げる作業は撮影されて
いるが、根石をつり上げたり、根石を砕いて除去するような作業は撮影されていな
い。したがって、本
件氾濫後に被告が根石を撤去した事実は認められず、原告の主張は採用できない。
(3)　証人Ｄ、証人Ｆ及び原告Ａは、いずれも本件氾濫前、別紙２のとおり、川の中
央部付近に４個の根石とアカギの成木が２本あって、川の流れを阻害していたと供
述する。
　　しかし、アカギの成木(1)及び(2)の大きさについて、証人Ｄは、成木(1)が、直
径６０センチメートルくらいで高さ７、８メートルくらい、成木(2)が、直径４０セ
ンチメートルくらいで高さ４、５メートルくらいであったと証言するのに対し、証
人Ｆは、成木(1)が、直径４、５０センチメートルで高さが１４、５メートルくら
い、成木(2)が、直径３０センチメートルくらいで高さが１２、３メートルくらいと
証言し、原告Ａは、成木(1)が、直径５０センチくらいで高さ１０メートル以上、成
木(2)が、直径３０センチくらいで高さ８メートルくらいであったと供述しており、
３人の証言内容にはかなりの相違が認められる。しかも、これらのアカギの成木が
いつ頃から存在したかについて、証人Ｆは、平成２年ころには既に存在したはずで
あると証言しているのに
対し、証人Ｄは、氾濫前写真を提示されて、平成２、３年ころからあったかどうか
は定かではないと曖昧な供述をしている。原告Ａは、平成２年ころには存在した
が、氾濫前写真には写っていないと供述する。しかし、別紙２に記載されているア
カギの位置及び原告Ａらが供述する大きさからすれば、氾濫前写真には、当然、ア
カギの成木が撮影されているはずであり、原告Ａらの供述とは矛盾するものであ
る。しかも、平成２年ころに存在しなかったアカギが、本件氾濫までの７、８年の
期間で、上記のような成木にまで成長したとは到底考えられないから、上記の供述
はいずれも信用することができない。
(4)　証人Ｄは、平成３、４年ころ、現在県会議員であるＧを伴い、那覇市役所と沖
縄県南部土木事務所とを陳情のために訪れているが、その陳情の内容は、本件土地
２が例年の溢水氾濫のために少しずつ浸食されていく状況にあることを理由とし
て、本件土地２の原状回復又は買取りを要請したものであって、川の中にあるとい
う根石やアカギの撤去を求めたことはないものと認められる（証人Ｄ）。仮に、根
石やアカギが川の氾濫を引き起こす危険性のある状態にあるとすれば、当然、これ
らの撤去をも陳情するものと考えられるところ、これらの撤去の陳情がされなかっ
た以上、証人Ｄが、それほどの氾濫の危険性を認識していなかったことは明らかで
ある。
(5)　原告Ａは、本件氾濫前の平成９年１１月ころ、根石が原因で安里川が氾濫し、
本件土地１が冠水し、ソテツが１００本ないし１５０本くらい泥水をかぶって被害
を受けたため、当時、ＨとＩを伴い、南部土木事務所のＧ、Ｋ課長補佐に対し、ま
た、県庁の土木部河川課Ｌ係長及びＭ課長補佐に対し、４個の根石の撤去を要請し
たことがあると主張し、同旨の供述をする。
　　しかし、そのような陳情は受けていないとのＫ課長補佐らの陳述書（乙２１の
１ないし３）が提出されている上、本件氾濫後に原告Ａらが沖縄県に対して提出し



た要請文書（甲２８ないし３１）には、平成３、４年ころに那覇市役所や南部土木
事務所を訪れて陳情した旨が記載されているが、平成９年１１月ころの被害及び陳
情については、一切触れられていない。
　　また、原告Ａにおいて、一度本件土地１が冠水してソテツが被害を受けた経験
があり、しかも、平成９年９月に財団法人ポスタルサービスセンター沖縄支部とソ
テツのゆうパック用沖縄特産品の指定を受ける契約を交わして、その時点でのソテ
ツの価値が約５億円と把握していた（原告Ａ）のであれば、その後に保険を掛ける
等の措置や溢水についての対策を講じるはずであるが、その後も従前同様、漫然と
本件土地１上でソテツを栽培し続けていたことは、極めて不自然というほかない。
　　したがって、本件氾濫前に根石の除去を陳情していたという原告Ａの供述は信
用できず、また、原告Ａの主張に沿うＩの陳述書（甲４３）及びＮの陳述書（甲４
４）も、同様の理由により信用できない。
(6)　原告Ａ及び原告ら申請の証人Ｄ及び同Ｆは、各尋問において、根石が４個及び
アカギの成木が２本存在したと明確に供述しているところ、原告らは、当初、訴状
（平成１１年５月１９日陳述）において、根石は３個と主張するのみで、アカギの
存在には全く触れられておらず、訴え提起から１年以上経過した平成１２年５月１
０日付け準備書面（同年５月１２日陳述）において、初めて根石が４個及びアカギ
の成木が２本存在したと主張するに至ったものである。
　　また、原告Ａは、第７回口頭弁論期日である平成１３年８月１５日に至って、
初めて本件氾濫で流されたというソテツ親株の仕入事実について領収書（甲３８な
いし４１）を提出したところ、甲第３８及び第３９号証の領収書は、それぞれ平成
３年１２月７日及び平成４年５月１０日作成とされているにもかかわらず、「消費
税５％」との記載がある。しかし、消費税の税率が５％に変更されたのは平成９年
４月１日からであり、また、甲第３８号証には、平成５年７月１日から適用される
大蔵省告示に基づく収入印紙（乙２４の１ないし３）が貼付され、平成４年２月２
８日作成とされている甲第４０号証にも、同種の収入印紙が貼付されている。した
がって、これらの領収書は、作成日に真正に作成された領収書であるとは到底認め
難い。
　　そして、原告Ａは、これらの領収証について、平成３年及び平成４年に作成さ
れ、当時受け取ったもので事務所のテーブルに封筒に入れて保管していたと供述す
る（原告Ａ）。
　　以上のような訴訟経緯等からみても、②の根石と２本のアカギの成木が存在し
たという原告Ａの供述は信用し難く、前述のとおり、この点に関する証人Ｄ及び同
Ｆの証言も信用できない。その他に原告主張の②の根石並びにアカギの成木(1)及
び(2)の存在を認めるに足りる証拠はない。
２　また、原告らは、被告が本件氾濫箇所の上流に川床工事や護岸工事を施工した
ことにより、本件氾濫箇所における流量が大幅に増加し、溢水氾濫の危険性が著し
く増幅したと主張する。
　　しかし、前記説示のとおり、本件氾濫前の現場付近の形状が、原告らの主張と
は大きく相違しており、もともと本件氾濫箇所に溢水氾濫の危険性が容易に看取で
きたとは認められない上、原告が指摘する工事（甲５の１ないし１２）は、川幅の
拡幅を伴わない災害復旧工事であって（乙１２、１３）、この災害復旧工事が本件
氾濫の原因となったと認めるに足りる証拠もない。
３　以上のとおり、本件氾濫の原因であると原告らが主張する②の根石及びアカギ
の成木の存在は認められないから、それらの存在を前提とする原告ら主張の不法行
為は成立しない。
　　よって、その余の点につき判断するまでもなく、原告らの請求は、いずれも理
由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
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